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◆公的保障制度の理解

が大切 

そこで、まずは公的保障

についての理解を深める

ことが大切です。会社員で

あれば健康保険の傷病手

当金制度（１日あたりの収

入相当額の３分の２が最

大１年６カ月間受けられ

るもの）を利用できます。

国民年金や厚生年金から

は、傷病が障害年金を受け

られる程度の障害に認定

されれば、その障害に該当

するかぎり生涯にわたっ

て障害年金を受給するこ

とができます。これらは

「うつ病」などの精神疾患

であっても症状によって

は受給することができま

す。 

ただし、国民年金や厚生

年金については、保険料納

付に関する条件を満たし

ている必要があります。ま

た、自営業者が加入する国

民健康保険では、健康保険

のような傷病手当金制度

がありません。 

自分がどんな公的保障を

受けられるかを理解した

うえで、保障を受けること

ができないリスクに対す

る備えをしっかり考えて

おく必要がありそうです。 

 

 

定期健康診断で異常が多

い事業所は要注意！ 

◆ 多くの検査項目で有所見

率が上昇 

厚生労働省では、定期健康

診断で異常が見られた従業

員の割合（有所見率）が全国

平均より高い事業所に対し、

労働基準監督署が重点的に

改善を指導するよう求める

通知を３月下旬に出しまし

た。 

定期健康診断全体の有所

見率は、平成 11 年の「43％」

から平成 20 年の「51％」へ

と増加しています。平成 20

年の有所見率については、

脳・心臓疾患関係の検査項目

の１つである血中脂質検査

の「32％」が最も高く、脳・

心臓疾患関係の主な検査項

目（血中脂質検査、血圧、血

糖検査、尿検査、心電図検査）

の有所見率は概ね増加傾向

にあります。 

また、過重労働による脳・

心臓疾患による労災支給決

定件数は、平成 16 年度の

「294 件」から平成 20 年度

の「377 件」へと増加してい

ます。 

◆ 働き方の見直しと保健指

導が必要 

過重労働による脳・心臓疾

患を予防するためには、「時

間外・休日労働時間の削減」

や「年次有給休暇の取得促

進」等の働き方の見直しに加

えて、脂質異常症、高血圧等

の脳・心臓疾患の発症と関係

が深い健康診断項目が有所

見である労働者に対し、労働

時間の短縮等の就業上の措

置を行うとともに、保健指

導、健康教育等を通じて有所

見項目の改善を図り、脳・心

臓疾患の発症リスクを引き

下げることも有効だと言わ

れています。 

◆ 具体的な改善指導内容 

今回の通知では、事業者の

具体的な取組内容として、

「定期健診実施後の措置」、

「定期健診結果の労働者へ

の確実な通知」、「有所見者

に対する医師等による食生

活等の保健指導」、「有所見

者を含む労働者に対して栄

養改善や運動等に取り組む

ように健康教育・健康相談の

実施」などがあります。 

また労働安全衛生法では、

健診で従業員に異常が見ら

れた場合、医師からの意見聴

取や労働時間の短縮、医師に

よる保健指導や健康教育な

どの義務を事業者に課して

いますが、今回の指導内容

は、これら義務の実施徹底

や、実施計画作成時に労働衛

生コンサルタントの助言を

受けることなどが中心とな

るとされています。 

 

 

５月の税務と労務の手続
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10日 

でない場合は低額に抑える

よう指示をしていました。 

社員側の弁護団では、「文

書は労働基準監督署の是正

勧告を愚ろうするものであ

り、誘導された確認書は無効

である」と主張しているそう

です。 

◆リスクへの対応が必要 

未払い残業代をめぐって

は、「企業における終身雇用

体制の崩壊」や「残業代請求

が認められることの認識の

広がり」などから、企業が請

求されるリスクは増大して

いるといえます。 

企業としては、このような事

態が生じないよう、日頃から

十分な対策をとっておくこ

とが必要になります。 

 

けがや病気による 

「就業不能」への備え 

◆ 恐ろしい「就業不能」の 

リスク 

新聞報道によると、生活保

護開始の理由として「働き手

の死亡など」が４％であるの

に対し、「世帯主の傷病」は

40％もあるようです。 

日本では、死亡保険をかけ

ている人は多くいますが、け

がや病気による長期就業不

能に備えて民間の保険に加
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入している人は少ないのが

現状です。「長期就業不能保

険」への加入率は米国では

29％であるのに対し、日本で

は約 0.1％にとどまっていま

す。世帯主の傷病は、世帯主

本人の収入がなくなってし

まうだけでなく、その人を看

病する家族の収入まで途絶

えてしまうおそれがあると

いうことを頭に入れておか

なければなりません。 

◆民間の医療保険の活用 

もちろん、短期の就業不能

に備えた医療保険に加入し

ている人は多くいます。しか

し、これはあくまで１～２年

程度の短期的なものであり、

原則として入院だけしか対

象ではありません。自宅療養

を含めた長期の就業不能に

は対応していないのです。 

また、前述した「長期就業

不能保険」も、すべてのけが

や病気をカバーしたもので

はありません。就業不能の定

義は「どんな職業にもまった

く従事できない状態」とされ

ており、「うつ病」などの精

神疾患や、医学的他覚所見の

ない「むちうち症」や「腰痛」

などは保険金が下りないケ

ースもあるそうです。 

 

未払い残業代請求をめぐ

る民事訴訟の状況 

◆社員・元社員が未払い残業

代を請求！ 

最近、未払い残業代をめぐ

る民事訴訟に関する報道が

相次いでなされています。い

ずれも社員や元社員が、未払

いの残業代があるとして会

社に対して請求を行ってい

るものです。 

◆「残業代請求権放棄」に関

する文書 

不動産会社の社員・元社員

５人が、会社に対して未払い

残業代などの支払いを岡山

地裁に求めていた訴訟の弁

論で、「会社が社員に残業代

請求権を放棄させるように

誘導していた」として、その

手順などを示した内部文書

を証拠として提出したそう

です。 

この文書は「未払い賃金確

定手順」という名称で、会社

が未払い残業代を支払うよ

うに是正勧告を受けた際、支

払額確定のために作成した

ものだそうです。残業代が成

果給に含まれていることを

社員に再認識させるよう上

司に求め、成果給が多額の社

員には「未払い賃金なし」で

合意するように誘導し、そう
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